
 

    

【夫４５歳（給与所得２００万円）・妻４２歳（所得なし）・子ども２人（１５歳と９歳）の４人世帯の場合】

夫の合計所得金額（２００万円）が２，４００万円以下となるため、基礎控除額は４３万円

世帯の総所得金額等の合算額（２００万円）が、軽減判定所得（２７１万円）以下となるため２割軽減に該当

※ 軽減判定所得についてはＰ８「法定軽減措置」をご覧ください

（所得割額) （２００万円 － ４３万円） × ８．２６％ ＝ １２９，６８２円・・・①

(均等割額)   ３４，６００円 × ０．８ × ３人 ＝ ８３，０４０円・・・②

３４，６００円 × ０．８ × ０．５ × １人 ＝ １３，８４０円・・・②´

(平等割額)   ２３，０００円 × ０．８ ＝ １８，４００円・・・③

① ＋ ② ＋ ②´＋ ③＝ ２４４，９００円 （１００円未満切捨て）・・・Ａ

（所得割額) （２００万円 － ４３万円） × ２．９４％ ＝ ４６，１５８円・・・④

(均等割額) １２，２００円 × ０．８ × ３人 ＝ ２９，２８０円・・・⑤

１２，２００円 × ０．８ × ０．５ × １人 ＝ ４，８８０円・・・⑤´

(平等割額) ８，１００円 × ０．８ ＝ ６，４８０円・・・⑥

④ ＋ ⑤ ＋ ⑤´ ＋ ⑥＝ ８６，７００円 （１００円未満切捨て）・・・Ｂ

（所得割額)   （２００万円 － ４３万円） × ２．４７％ ＝ ３８，７７９円・・・⑦

(均等割額)   １２，０００円 × ０．８ × ２人 ＝ １９，２００円・・・⑧

(平等割額) ６，１００円 × ０．８ ＝ ４，８８０円・・・⑨

⑦ ＋ ⑧ ＋ ⑨ ＝ ６２，８００円 （１００円未満切捨て）・・・Ｃ

(所得割額)   （２００万円 － ４３万円） × ０．２９％ ＝ ４，５５３円・・・⑩

(均等割額)   １，２００円 × ０．８ × ２人 ＝ １，９２０円・・・⑪

(１８歳以上均等割額) ９０円 × ０．８ × ２人 ＝ １４４円・・・⑪´
(平等割額) ８００円 × ０．８ ＝ ６４０円・・・⑫

⑩ ＋ ⑪ ＋ ⑪´ ＋ ⑫ ＝ ７，２００円 （１００円未満切捨て）・・・Ｄ

　●基礎課税額

－ 基礎控除  × ＝ 所得割額 ①

(有所得者ごと)

（注１）

× ＝ 均等割額 ②

＝ 平等割額 ③

　　　
　●後期高齢者支援金等課税額

－ 基礎控除  × ＝ 所得割額 ④

(有所得者ごと)

（注１）

× ＝ 均等割額 ⑤

＝ 平等割額 ⑥

　●介護納付金課税額(４０歳以上６５歳未満の人)

－ 基礎控除  × ＝ 所得割額 ⑦

(有所得者ごと)

× ＝ 均等割額 ⑧

＝ 平等割額 ⑨

　●子ども・子育て支援納付金課税額

－ 基礎控除  × ＝ 所得割額 ⑩
(有所得者ごと)

（注２）

× ＝ 均等割額 ⑪

× ＝ １８歳以上均等割額⑫

＝ 平等割額 ⑬

（注１）「１２歳に達する日以後の最初の３月３１日以前のこども」については５割軽減措置を適用。

（注２）「１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前のこども」については１０割軽減措置を適用。

国保加入者数 １，２００円
年間子ども・子育て
支援納付金課税額

(１００円未満切捨て)

１世帯につき ８００円

※課税限度額３万円
１８歳以上の
国保加入者数

９０円

国 保 加 入 者 の
前 年 中 の
総 所 得 金 額 等

０．２９％

Ｄ（⑩＋⑪＋⑫＋⑬）

Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ＝ 令和８年度の年間国保税額

(１００円未満切捨て)

国保加入者数 １２，０００円 年間介護納付金課税額

(１００円未満切捨て)

１世帯につき ６，１００円 ※課税限度額１７万円

国 保 加 入 者 の
前 年 中 の
総 所 得 金 額 等

２．４７％

Ｃ（⑦＋⑧＋⑨）

国保加入者数 １２，２００円 年間後期高齢者支援金等課税額

(１００円未満切捨て)

１世帯につき ８，１００円 ※課税限度額２６万円

１世帯につき ２３，０００円 ※課税限度額６７万円

国 保 加 入 者 の
前 年 中 の
総 所 得 金 額 等

２．９４％

Ｂ（④＋⑤＋⑥）

国 保 加 入 者 の
前 年 中 の
総 所 得 金 額 等

８．２６％

Ａ（①＋②＋③）

国保加入者数 ３４，６００円 年間基礎課税額

国保税の計算方法（令和８年度）
１世帯あたりの国保税は、その世帯における加入者の人数及び前年中の所得に基づき、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納

付金課税額（４０歳以上６５歳未満の人）、子ども・子育て支援納付金課税額ごとに計算し、これらを合計した金額となります。

(1) 令和８年度の国保税は、次の計算式で求めます。〔 〕内は基準総所得額

(2) 基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の方は控除額43万円、それ以上の方はホームページをご確認ください。

国保税額の計算例

年間基礎課税額

年間後期高齢者支援金等課税額

年間介護納付金課税額

（４０歳以上６５歳未満）

年間子ども・子育て
支援納付金課税額

年間国保税額　Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ ＝ ４０１，６００円


